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平 成 2 2 年 1 0 月

住宅局住宅総合整備課

地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令案について

１．背景

社会経済情勢の変化に伴い、住宅困窮者が多様化・増加しており、これらの者に対する

支援のための立法をはじめとした福祉政策の強化が推進される中、良好な集団住宅の供給

により、住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする地方住宅供給公

社が賃貸する住宅（以下「賃貸住宅」という。）について、社会福祉事業を運営する者が

賃借できるよう措置する必要性が高まっています。

昨年12月～本年３月に募集された構造改革特区第17次臨時提案募集においては、大阪府

及び大阪市より、賃貸住宅をグループホーム、ケアホームとして活用できるべく措置する

よう要望があり、「『明日の安心と成長のための緊急経済対策』における構造改革特区に

係る臨時提案等に対する政府の対応方針」（平成22年６月２日構造改革特別区域推進本部

決定）において、「地方住宅供給公社の賃貸住宅について、グループホーム、ケアホーム

として活用できるよう、地方住宅供給公社法施行規則の改正を行う」こととされました。

２．概要

賃貸住宅を賃借できる者として、新たに次に掲げる事業を運営する者を追加するととも

に、所要の改正を行う。

（１）児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業

（２）老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業

（３）障害者自立支援法に規定する共同生活介護又は共同生活援助を行う事業

（４）ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に規定するホームレス自立支援事業

により就業した者に対して生活上の支援を行う事業

３．今後のスケジュール（予定）

公布：平成22年11月下旬

施行：平成22年11月下旬

（参考）「『明日の安心と成長のための緊急経済対策』における構造改革特区に係る臨時

提案等に対する政府の対応方針」（平成 22 年６月２日構造改革特別区域推進本部決定）関

係部分抜粋

事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期 所管省庁

公的賃貸住宅の

一元的な政策運

用（公営・公社

・ＵＲ賃貸住宅

等）

地方住宅供給公社法（昭和

40年法律第124号）第24条

地方住宅供給公社法施行規

則（昭和40年建設省令第23

号）第13条

地方住宅供給公社の賃貸住宅につ

いて、グループホーム、ケアホー

ムとして活用できるよう、地方住

宅供給公社法施行規則の改正を行

う。
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